
所属所とのコラボヘルスによる事業とその流れ

　1日・1泊2日・2日通院

　・生活習慣病リスクの高い方への保健指導

　禁煙セミナー実施による禁煙サポート

　・生活習慣病リスクに関する情報提供等

　40歳以上の基準該当者を対象に生活習慣改善を目的とした保健指導

　所属所で行う定期健康診断およびガン検診

　40歳未満の基準該当者に特定保健指導と同様の指導

　共済組合では、組合員および被扶養者の健康の保持・増進、疾病の予防を目的に、
「データヘルス計画」を策定し、保健事業を実施しています。2024年度からは「第3期
データヘルス計画」に基づき保健事業を実施しています。
　計画の実行や保健事業の実効性を高めるためには、共済組合と所属所との連携・協
働の推進（コラボヘルス）が不可欠です。
　このため、健診事業・保健指導事業の共同推進、健診結果・保健指導結果の提供や
組合員の個人情報の取り扱いについて、共済組合と所属所との間で覚書を締結し保健
事業を実施します。

保健事業実施のための
所属所との連携・協働の推進（コラボヘルス）について

健診事業

保健指導事業（健診結果をもとにレベル分けを行い、保健指導を実施します。）

●短期人間ドック健診

●受診勧奨

●禁煙指導事業

●特定保健指導

●共済一般健診（事業者健診+ガン検診）

●保健指導

④指導の実施

③指導への参加案内対象組合員

共済組合

②指導日程等の調整
所属所

①健診結果情報から医
療機関への受診が必
要な方を抽出し、対
象者リストを送付

共済組合

所属所

②情報提供等

対象組合員

①健診結果情報等をも
とに必要に応じて情
報提供

共済組合

所属所

④禁煙セミナー実施
　 希望者へ継続的な
　 サポート

③セミナーへの
　参加案内

対象組合員
（喫煙者）

①健診（問診）結果情報
から喫煙者を抽出し、
対象者リストを送付

②セミナー開催日程等
の調整

組合員

選択

①短期人間ドックの
　受診

①共済一般健診
　（事業主健診+
　ガン検診）の受診

②健診結果の共有

共済組合

所属所

対象組合員

④指導の実施
　生活習慣改善に向けた
　アドバイス
　（面談・電話・メール等）

③指導への参加案内

共済組合

②指導日程等の調整
所属所

①健診結果情報から
生活習慣の改善が
必要な方を抽出し、
対象者リストを送付


